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審  議  経  過 

１ 開 会 

事務局： ただいまより平成３０年度，第３回行政改革推進委員会を開会いたし

ます。本日は５時までを予定としておりますので，よろしくお願いいた

します。 

初めに，川西会長よりご挨拶をお願いいたします。 

２ 会長挨拶 

川西会長： 今日も暑い中，ありがとうございます。本日は挨拶はなしとさせてく

ださい。沢山皆さんとご相談をさせていただきたいことがありますの

で，そちらの方で時間を使いたいと思います。 

本日は４名の出席をいただいておりますので，本会議は成立してお

ります。本会議は公開されています。傍聴者はいらっしゃいません。ま

た本日の発言はいつものとおり，発言者の氏名を付した上で，会議録

として公表させていただきます。異議がある場合はいつでもおっしゃ

ってください。 

３ 議  事 

川西会長： 最初に事務局の方から，資料等の御説明をお願いいたします。 

事務局： それでは本日お配りしている資料について確認させていただきます。

先に送付させていただいた資料が３０行革③-１-１公民館事務事業点検

シート，１-２図書館事務事業点検シートになります。２-１から２-６

までがふるさと納税関係のものになります。それと本日お配りしている

資料で，上水道の中長期経営計画に係る資料，公民館と図書館の運営管

理事業に関する資料，外部評価に対する市の取組状況のフォローアップ

をお配りしております。 

また，３０行革③-１-３モニタリング結果公民館分，１-４図書館

分，外部評価について，加えて前回の会議録とその全文をお配りしてお

ります。図書館運営マネジメントシートの平成２８年度分もお配りして

おります。 

また，松尾委員からいただきましたふるさと納税関係の資料をお配り

しております。以上でございます。 

今日の内容ですが，第２回のヒアリングの総括，外部評価について事

務事業のヒアリングをしたもの，外部評価について平成２９年度の取組

状況についての以上３件をお願いしたいと思います。その他何かあれば

ということで，これからの議事は会長にお願いしたいと思います。 

川西会長： 本日も打ち合わせを迅速に実施したいと思っておりますのでよろし

く御協力お願いいたします。 

それから，今度は委員の皆様に御意見をお聞きしたく，少し頭出

しをさせていただきたいと思います。 
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まず一つは評価の視点です。具体的に言いますと，図書館の評価

です。例えば西尾さんが評価しておられるのは図書館の市民へのサ

ービスの状況です。まさにこれが通常の評価です。 

しかし，今回私が評価したのは評価対象のマネジメントシート自

体です。即ち，守谷市の評価システムに適合したマネジメントシー

トになっているかを評価しました。 

そしてもう一つの評価の視点は，民営を直営に変えようというプ

ロセスを変えるという内容です。これを評価しておられる委員もい

らっしゃる。 

ですから，この３つが，別々のことであるのに，同じように評価

対象となっています。この点について，同じ視点で統一するか，そ

れとも３つの視点で別々に評価していくべきか。これは考えたほう

がいいと思います。 

それから採点方法に疑問を持っているので，後ほど打ち合わせを

お願いします。 

また，報告書に何を記載すべきか，委員の御意見をお聞きした

い。行政改革実施計画の執行管理については，当委員会で行ってい

ますが，従来は報告書には掲載しておりません。これまでの私たち

の報告書タイトルは外部評価報告書です。即ち報告書は評価の分野

だけにとどめています。しかし私たちは従来から市の重要な事業の

執行管理をしているわけです。それについては，報告書に書いてい

ない。これで良いのか皆様の御意見をお聞きします。 

次に事務局に資料について質問します。 

まず図書館については，利用者アンケートと労働環境実態調査を

頂いていますが，利用者アンケートについて直営時のものはありま

すか。民営時の平成２８年度と平成２９年度についての利用者アン

ケートは今頂いているわけですね。形が違っても良いので，直営時

の利用者アンケートがありますか。民営時で見ると，平成２８年度

に比べて平成２９年度は良くなっています。更に遡って直営時と民

営時とのアンケートの比較をしたいのです。 

それから労働環境実態調査も同じように，直営時のものがありま

すか。民営時と直営時の比較を見たいのです。 

事務局： 直営時の労働環境調査というのは特に行っていなかったと思います。 

川西会長： 無いというご回答ですね。了解いたしました。では，他の業務委託

先で労働環境実態調査を行っていますか。 

事務局： ほかの委託先と言うのは公民館でしょうか。 

川西会長： 民間委託先です。行なっているところがありますか。 

事務局： 確認してみます。 

川西会長： 確認をお願いします。やはり横比較も必要だと思います。過去との
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比較並びに他の業者さんとの比較をしつつ客観的に見ながら，考えて

いくべきと思います。 

事務局： 同じ形ではないでしょけれども。 

川西会長： もちろんそうでしょうね。内容は当然違って当たり前だと思います

ので。しかし，同趣旨のものがあるかどうかということをお聞きした

い。それから労働環境実態調査につきましては，これはほぼ過去やっ

てなかったということで了解しましたが，他の委託先でやっているの

か，またやっているのだとしたら，その内容はどうか。 

吉田副会長： ちょっと付言しますと，文科省から「公立図書館の設置及び運営

上の望ましい基準」が告示されています。これには，図書館は毎年

度，自己点検・自己評価をすることが規定されています。直営時の

中央図書館でも実施しているはずなので，今回の指定管理者のよう

に詳細ではないかもしれませんが，大体のところは比較できると思

います。 

川西会長： （吉田副会長に対して）はい，ありがとうございました。（事務局

に対して）出ますか。 

それから皆さんのお手元に平成２８年度の図書館のマネジメントシ

ートをお配りいただいたのは今と同じような趣旨でございまして，計

画からどうなってるのかという平成２７年度のマネジメントシートは

すぐには出せないということですが，後から頂くということでよろし

いでしょうか。事務局，大丈夫ですか。 

 簡単に出るものであれば頂きたい。それから塵芥処理についてお聞

きしたいと思いますが，前回資料を頂いていますけれども，他に市の

ガバナンスに直結する資料はありませんか。すなわち，市がどういう

チェックをしているか，というような観点で役に立ちそうな資料はあ

りますか。【市のガバナンス】が私たちの重要な関心事です。 

それから外部評価に対する市の取組状況について資料を頂いてお

り，今日は総合的意見に対する市の取組状況を頂きました。 

先ほど頭出しをした諸点について御意見をお聞きします。まず採点

方法です。現在５点から１点までの採点となっており中間点は３点で

す。委員の数は５名ですから，２５点満点です。しかし，２５点満点

と言っても，中間点は１５点です。これは一般の感覚と異なると思い

ます。いろいろな採点方法があっていいのですが，これは，見た人が

抱くイメージと異なると思います。普通の形にした方が良い。 

私の提案は，1人２０点で，最高を２０点，最低を０点として採点

するという考えです。委員が５名いらっしゃるので，合計１００点と

なります。これについて何か御意見ございますか。 

西尾委員： 今回，初めて評価するに当たり，何に対して点数をつけるか，とい

う点が難しかった。それは点数を細分化しても同様で，何を評価すべ
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きでしょうか。 

川西会長： 先ほど，図書館の何を評価するべきかについてお話ししました。委

員の皆様の評価の視点が各々違うのではないかということを申し上げ

ました。通常何を評価してきたかというと，例えば外部委託の場合で

したら，まず委託先の市民に対するサービスの向上というのが，基本

的な視点だったと思うのです。西尾委員はこの視点で採点されたと認

識しています。 

そしてもう一つが，市民に対するサービスの向上をアウトプットと

しますと，委託先に対する守谷市の適正な管理状況がインプットと思

います。このアウトプットとインプットの二つを見るというのが通常

の状況における評価だと思います。 

ですから基本的にはその認識でいい。ただ，時にはそれでは不十分

ということが有り得る。図書館を民営から直営に変更するということ

は大きな変更です。そしてそのプロセスとその内容は大きな検討課題

です。評価対象となりえます。そしてもう一つは，マネジメントシー

トにこの変更がほとんど記載されていないこと。これは評価システム

全体に対する無理解です。評価システム全体が機能していない，と言

えます。 

ですから，これらの点のどれを評価するのか，そしてそれぞれ別々

に評価するのか。こういう視点があっていいと思います。 

それからもう一つ考えられる案は更にどんどん細かく細分していっ

て，業務の部分ごとに採点することだと思います。この点につきまし

ては，実は大変だと思います。何を採点すべきか，非常にいろいろあ

りそうなというのはこれまでの経験からして感じております。 

その事務事業の中の何の業務に重点を置くかは，業務に応じて，多

分相当違って当然と思います。例えば今回の公民館評価について生涯

学習課としては，修繕回数と言っておられます。これは全く不適切と

思います。しかし修繕回数が重要な状況とか，施設は有り得るとも言

えるでしょう。そうすると一つ一つの事業，業務についてそれらをき

ちっと押さえていく作業が必要となることは指摘したいと思います。

ということで，今の西尾さんの御質問につきましては，原則を一応決

めておきたい。 

それ以上のことは，とりあえずは，個別に考えていかざるを得ない

のかなというふうに思う。 

吉田副会長： どのような観点で見るかということは，会長がおっしゃるとおり

です。私たちにとって大事なことは，個々の事務事業の施策への貢

献度だと思います。市の取組が，市民サービスにきちんと反映して

いるかどうかです。そして，ただやっていればいいというのではな

く，そのことがきちんと説明できるものであるかも重要です。プロ
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セスに透明性があったかどうか。もっとよいやり方があったのに，

それを怠っていたかもしれない。不作為だったが，結果としてはよ

かったということもあるかもしれません。 

市役所のガバナンスも含めて，どういう形で事業を進めたのかが

大事なことです。前回のヒアリングでそうだったのですが，生涯学

習課の関わるプロセスが全く理解できない。いろいろな考え方があ

る中で，市の行ったことに本当の妥当性があったのかどうか。もち

ろん，中身についてどうこう言う権限は私たちにはありません。あ

くまで事業遂行の有り様を問うているのです。 

明らかにおかしいことについては，水道でも公民館でも，私たち

は言わなくてはならない。どのような教訓がそこから得られるのか

を指摘していくことが，この委員会の役割だと思っています。 

今回は，これほど重要な案件が連続してあるのに，マネジメント

シートでは一切の記載がありません。私たちが関係資料を要求し

て，内容をいろいろ見たり，主管課の説明を聞いたりしましたが，

釈然としないところがあまりにも多い。私たちにきちんと説明でき

るということは，市民に説明できるということであって，一部の人

たちだけの納得に終わらないように，市役所を誘導していくのが，

この委員会の務めなのだと考えています。 

川西会長： ここで提案をさせてください。図書館業務についてはこれまでの形

ではなくて，３つの視点でそれぞれ採点をしていきたいというふうに

思います。したがって，第１は通常の図書館業務のサービス評価。そ

れから第２は図書館を民営から直営に変更するプロセスの評価。そし

て第３はマネジメントシートあるいは本件に関する評価体制の評価で

す。この３つに分けて，評価を行うことでいかがですか。 

吉田副会長： サービス向上という場合，市役所が頑張った結果なのか，それと

も指定管理者が頑張った結果なのか，ということがあります。私た

ちから見る限り，確かに当初の指定管理者はひどかった。しかし，

その後は直営時を上回る実績を残しています。指定管理者が関係す

る評価で厄介なのは，サービス提供の当事者は市役所ではないとい

うことなのです。 

西尾委員： 今回，マネジメントシートだけで評価するなら，評価は低くなった

と思いましたし，先日のヒアリングを聞いてもそう感じました。しか

し，これは図書館業務というより，マネジメントシートそのものの問

題ではないかと考えました。 

川西会長： これは，当委員会の報告書の中の総合的意見で何度も取り上げてお

ります。今回申し上げているのは個別の図書館の評価から，守谷市の

評価システムの中における図書館担当課のマネジメントシート作成作

業とその周辺の問題です。 
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ただ今回重点事務事業の執行の管理の中で，正にマネジメントシー

トに基づくＰＤＣＡサイクルの確立，そして行政計画の有効性を図っ

ていくということがありますので，今の問題点，疑問点はそちらの方

で議論するのが適切と思います。いずれにしてもそちらで取り上げる

ことになります。 

吉田副会長： 民間活力の活用という大前提が，今回の評価の中にあるわけです

から，図書館はちょうどいい事例になっています。市民サービスの

あり方にも，市役所の方々の働き方にも，そこから提案できるもの

がたくさんあって，今後の市政のあり方にいちばん先鋭化されたも

のが図書館から見えてきます。なし崩し的に業者に丸投げし，市役

所のガバナンスがなくなってしまうことを私たちは恐れています。

今回については特別な例ではありますが，これはたいへん重要な問

題との認識が委員の皆さんにありますから，これまでと少し違った

形で取り上げるのがいいのではないかと思います。 

川西会長： では皆さんの方から異論がなければ，今の３つの視点で再度採点を

行うということでいかがでしょう。（委員全員の賛成を確認した。）

では，事務局の方で今の３つの視点で採点表を作成してください。採

点の個所だけ変更で結構です。委員のコメントのところは，今のもの

はとりあえず生かしてください。 

また，今回から２０点満点に変更していただきます。 

      視点の一つ一つが大事です。一つの項目で全然違うこと評価してお

ります。１番目の図書館のサービス自体は，委託先の責任が重大で

す。３番目のマネジメントシートは担当課の責任です。そして，２番

目のプロセスにつきましては，プロセスの中において，委託先がどの

ように対応したのかはちょっと私たちには見えません。しかし，いず

れにしても３つの項目で評価する対象，その責任者が違いますから，

これを一緒にして得点を数えるという形は良くないと思います。 

西尾委員： ある程度の目安というか基準を作っていただかないと。初めてなも

ので，よく分からなくて。 

川西会長： これまでは普通は３点ということでやっていましたができるだけ普

通はやめて，少し差をつけてほしい。採点は２０点満点で採点し直し

てください。 

特別にコメントを変えたいということがあれば公明正大にそれをや

っていただければそれでよろしい。公開の上で理由を説明して書き換

えもよろしいんじゃないかと思う。ただ報告書作成段階では確定した

い。変更はその前までにしてください。 

次の議題に入ります。最初に申し上げましたが，執行管理を報告書

に含めるということに問題はございませんか。これまで執行管理につ

きましては，コメントするけれども会議録に残るだけでした。特段，
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報告書という形にはしておりません。 

事務局の方では問題はございませんか。執行管理状況について報告

書に記載することが我々の権限を逸脱しているとか。或いは他の委員

会の関係でおかしいとかそういうことがあればおっしゃっていただき

たい。 

事務局： 評価を受けたものについて更に何らかの形でコメントが出るというこ

とでよろしいでしょうか。 

川西会長： はい。執行管理の対象事業は沢山ありますが，その中で私たちが選

んだ事業についてはヒアリングをしております。それらについて，意

見を報告書に述べることです。今回で言いますと，上水道，ＰＤＣＡ

です。 

事務局： それに対してということですね，今回は執行状況についてもです。 

川西会長： もし報告書に記載するのだとすれば，単に意見を出すだけではな

く，評価もするかどうかです。それから何を評価するか。例えば事業

目的の重要性，妥当性，適時性，緊急性等です。そしてその上で，事

業が適正な速度で進んでいるか，方向性に間違いはないか，効率的に

やっているか，を評価することになります。 

話を先に進めさせていただきます。 

評価も書くとしますと，評価の時期も検討する必要があります。昨

年度までのものを評価するのであれば現時点でも可能です。しかし今

年度の上半期を含めるとすると，その報告を頂く後となります。１０

月２０日第６回に上半期の報告を頂く予定です。ここで皆様に相談し

ます。予備日として１１月１２日があります。この日までに報告書を

完成させる必要があります。 

これをやるかどうか。その場合は，これまでの報告書タイトルは外

部評価報告書ですが，行政改革外部報告書というタイトルに変える必

要があるでしょう。 

そして，事務事業評価及び重点事務事業の執行管理というサブタイ

トルでしょうか。この点についてはいかがですか。 

事務局： 企画課と上下水道課のものに対してということですか。 

川西会長： はい。 

事務局： 進行管理は担当課を再度呼んでの確認も含めての話になるのか。 

川西会長： 従来は事務局からすべての重点事業についてざっと説明をしていた

だいて，それに対して，委員からコメントをしてきました。それを過

去数年の間にだんだん絞り込みをしてきた，というのが実態です。 

事務局側として少なくとも問題はないと理解してよろしいですね。 

松尾さん何か御意見は。例えば水道について何か意見を書くか，い

かがですか。 

松尾委員： 趣旨賛成です。仕事の報告はするべきだし評価もすべきと思いま
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す。そのためには十分なヒアリングが必要と思います。上下水道につ

いては勉強会をやりましたので，彼らの考え方を大体理解しました

が，上下水道事業を理解するには，専門的な知識も必要だし上下水道

課の説明不足なところもあると思います。上下水道を例にとると，や

はり６時間程度の検討の場が必要だろうなと思います。 

川西会長： ありがとうございます。それでは評価をやるということで進めたい

と思います。まずは他の事業評価と同じような形で始めたい。そこ

で，事務局でフォーマットを作っていただきたい。何を評価するかと

いうことについては，重点事務事業として市が選んだ理由が重要と思

います。なぜこれが重要だと考えておられるのか。あるいは担当課と

してどう考えているのか。 

その辺の経緯と選択の趣旨などについて教えていただきたい。 

事務局： 事務事業の候補リストを各部長に渡して，今年度執行管理していくも

のを上げてもらっている。そして庁議の中から選択候補の事業をその中

で最終で選定していく。 

川西会長： 市としては，なぜこれを重点事業として掲げたのか，そしてこの業

務の何が重要だと思っておられるのか等を明らかにしていただきた

い。そして，その趣旨や目的どおりに執行されているかを私たちがチ

ェックするのが理想だと思います。そういう点で何か参考になるよう

なことはございませんか。 

      例えば水道事業はこういう点で重要だから重点事業として取り上げ

ており，そしてこの事業の特に肝はこういう点であるというのはない

ですか。 

事務局： 会長が今言われた重点事務事業と今説明した事務事業は違っていない

ですか。行政管理計画の対象とするものであれば，私が今説明したもの

とは別物です 

川西会長： 私の質問の趣旨は同じです。基本的にこれは市として重要事業であ

り，執行管理をする必要があると捉えていただいている。ですから，

少なくとも選択しておられる。市として選択をされた理由を確認した

いと思っています。それは何かないですか。 

松尾委員： はい。執行管理の対象選択は第七次行政実施計画で理由が記載され

ています。会長のおっしゃっていることはそこに出ています。 

私が提案した行政課題への対応は，計画の中で種々目標指標を掲げ

ていますが，昨年の審議会の中では，ほとんどの目標の達成が難しい

という実態がありました。そのため議題に取り上げ検討すれば，その

問題点が見えてくるのではないかと思い提案しました。 

川西会長： これは企画課でその内容を作っていただいてもいいですか。今おっ

しゃっていただいたように，第七次行政実施計画の中にある，という

ことならば，そこから拾っていただきたい。 



 9 

それに基づいて，私たちは評価していきたい。できるだけ市の方が

考えている方向性に沿った形で評価軸を作り，私たちは市の考えのと

おり執行していますかという形で評価していきたい。執行管理につき

ましては，市の方で，その重要性であるとか，何を大事に考えている

かということについて，視点を示していただき，その視点を参考にし

ながら私たちが２０点満点で採点し，そしてコメントを加えていくと

いうことにしたいと思います。 

水道事業と企画課の２事業が対象です。 

私から提案させていただいた案件は以上です。それでは，予定の議

題に戻ります。 

（1） 第２回ヒアリングの総括 

企画課が担当のＰＤＣＡサイクルの確立です。これについて何か。

御意見はございませんか。これも報告書に含め採点するということで

よろしいですか。松尾さんから，実際のところうまく機能してないん

じゃないかという御指摘がありましたが，それは報告書の中で最初に

取り上げるべきお話だと思います。 

・中長期経営計画の作成（上水道） 

水道長期計画につきまして，コメントございませんか。 

松尾委員： これを正確に理解するには，もう少し整理する時間が必要だと思い

ます。今のままでは評価するのもどうかと思うし，説明が不足してい

るなと思います。勉強会を３時間半程度やりましたが，もう少し整理

の時間が必要と思います。あと心配なのは，新水道ビジョンです。 

事務局のみでまとめるような印象を受けましたが，オーサライズす

る段階を経たほうがいいのではと思いました。やはり特殊な世界です

から，それを理解するための，もう少し情報と時間が必要だと思いま

した。 

川西会長： 基本的な質問ですが，アプリというかソフトというかそういうもの

はないのですか。 

松尾委員： 長期計画を立てるためのソフトは，厚生労働省が用意しています

が，上下水道課は持っていません。業者が持っています。我々が理解

をしなければいけないのは，上下水道課は段階的に水道ビジョンを作

っており，それを３年ぐらい続けているという点です。その行動が進

捗管理表に記載されています。そこを理解しないと何のために管路シ

ステムを作り，固定資産台帳を整備しているのかが理解できません。

それからアセットマネジメントという言葉で当該課の説明がありまし

たが，その言葉の意味の説明を受け，理解することも必要と思いま

す。このような理解がないと，１年前同様当該課の説明が全然分から

ない印象になってしまうと思います。当委員会として，きちっとやる

ためには，ある程度時間をかける必要があると思います。３時間程度
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必要と思います。 

川西会長： ３時間必要とのことですけれども，当委員会の限られた時間の中で

は，無理ですね。 

松尾委員： そうですね。 

吉田副会長： 水道については，これまでにいろいろな資料を拝見してきました

が，よく分からないままでいます。評価するとしても，市民目線か

ら，例えば，水道料金が上がったり，水道管に不都合があったりし

たら困りますね。そういうことはないようにとの要望はできます

が，今の水道システムをどうするかということになると私の知識で

はどうにもならない。 

だとするならば，専門的なところは水道の審議会で議論していた

だいて，この委員会で解決することではないように思います。ただ

し，これだけの問題があるのに，審議会の動きがなければ，それを

私たちは促さなくてはいけません。 

これまでも，この委員会と他の審議会との関係について，皆さん

方にも御質問してきましたが，こうした問題は審議会が取り上げる

べきであって，内容の分かる方に，実際にどうするのかを議論して

いただく。私たちは審議会に投げかけて，こういう問題があること

をこういうふうにして解決する方法もありますよね，ということは

申し上げて，それをどうするかは，各審議会で期限を定めて決めて

いただくことだと思います。この委員会では結論が出ないのではな

いでしょうか。 

松尾委員： そのとおりです。勉強会が終わったとき申し上げたのは，水道事業

への理解を深めるためには知見がある方と相談等をした方が良いので

はないかという点です。今みたいに，年１回の審議会で説明してもそ

んな情報量じゃ全く理解されませんと申し上げました。 

川西会長： だから時間が必要です。私も同様に，外部の知見，外部の専門家を

入れないとだめだと思います。報告書にはそのように書きたい。 

松尾委員： 当該課は説明時間が足りなくて何も言えなかったとも言っていま

す。それも事実だし，もう１回ヒアリングが必要と思います。 

川西会長： この場にですか。 

松尾委員： そうです。あれだけの説明ではわかりません。 

川西会長： いや，少なくとも半年で変わるとは思えない。本事業は２年前です

か，ヒアリングを実施しているのですが，今回それと同じ感じだった

ので，がっかりしています。 

松尾委員： 去年と同じですね。当該課には説明が分からないと申し上げまし

た。その理由は私共にもあると思いますので，彼らの意見をもう少し

聞いてもいいと思います。 

ただ聞く時には，聞きたいことを予め提示するべきです。そうすれ
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ばきちっと答えが出て来ると思います。 

・公民館運営管理事業 

川西会長： 公民館について，何か御意見はありませんか。 

吉田副会長： 今回の評価シート以外に資料はないのですか。指定管理者に対す

る評価報告書や指定管理者側の報告書によって，もちろん指定管理

者を評価するのですが，私たちの関心はそこにもありますが，それ

にどう行政が関わっているのか，ここを実は知りたい。第三者評価

には本来そういうところがあって，事業者を評価するだけではなく

て，指定管理者とそれに関わる行政側がどうなっているかを見るの

が目的だと理解しています。 

ですから，ここで指定管理者を評価するというのは，この委員会

では違和感があります。これらの資料からは，市役所がどういうア

クションや指導をしていたかが見えてきません。公民館の評価をす

るのでも，確かにサービスは良くなっています。だから点数を高く

つけるかというと，そうではないと思います。市役所がいったい何

をしていたのかが，実は何も見えてこないからです。市役所側の自

己評価をお聞きしたいのです。 

事務局： このシートの所管課評価というところについては，所管課が指定管理 

者を評価したところで第三者までは入ってはいない。これはこれ 

以上のものには，ならないのです。 

吉田副会長： モニタリングマニュアルの資料も頂いていますが，そこでも市役

所がどのように関わっているかは示されていません。市役所が適切

なアクションをしたのか，マネジメントシートでも分からないまま

所管課は関係なく，指定管理者に向けた評価になっています。 

この委員会の視点からは，所管課の事業に対する判断はちょっと

できない。特にマネジメントシートの記述は，ほとんど無反省な形

ですから，評価すること自体が大変難しい。第三者が評価すること

の考え方が違うように思います。 

川西会長： 施設管理者評価シートに関する疑問です。例えば，施設管理と人員

体制の項目です。これは管理者と所管課の評価が違う。しかし，評価

が違うことが有り得る場合と，同じでなければならない場合があると

思う。「仕様書に従った人員を配備しているか」について自己評価が

Ａ，所管課はＢ。 

これは外見的に明白な事実確認です。意見が違いますという話では

ない。不思議です。少なくともここに現れているのは，（委託先と管

理者との）連携の不足といいますか，正に吉田さんがおっしゃったよ

うな，管理部門は何をしていたのだろうという部分です。 

事務局： 今会長おっしゃったように自己評価はＡとなっていて，所管課評価が

Ｂとなっている。Ａが付く場合には基本仕様書，事業計画書が水準以上
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の内容を行ったというようになっていて，指定管理者側は水準以上のこ

とをしたとしておりますが，所管課から見ると水準に沿った内容だった

んじゃないかなということで違う評価が出されているということだと思

います。 

川西会長： いや，私が申し上げたいのは評価の基準があるはずということで

す。見解の相違が出るのは，構わないですけどね。見解の相違は有り

得ると思うのですが，事実をそのまま書けばそれで良いことに違いが

あるのはおかしい。 

それは正に連携不足。事務局のおっしゃるとおりだとすれば，それ

はこうこうこういうことですよと担当課が委託先にきちんと言って書

き直させれば良いのです。 

総合評価の配点基準はありますか。 

事務局： 総括評価というものがあって，総括評価Ａが付くものが，評価基準が

すべてＢ以上で，Ａが７割以上あるものです。Ｂの場合は，Ｂ以上が７

割以上。Ｃですと，Ｂ以上が７割未満しかない状態です。 

川西会長： Ａが７割以上ないと，Ａにはならないということですね。 

吉田副会長： これほど双方に差が出るのは非常に珍しい。逆に言うと，指定管

理者への指導とか，コミュニケーションが市役所側に不足していた

のだと見えてしまいます。 

この評価を指定管理者は見ていますか。市役所は内部の管理のた

めだけに評価するのではなく，指定管理者がここはまずかったね，

ここは変えなくちゃいけないね，と気付かせることで，指定管理者

にも改善しようとする意識を促すことではないですか。総括的なコ

メントだけでは事業者は分かりません。 

何のために評価するのか。事業がもっといい形になるように，つ

まり，指定管理者にＰＤＣＡが成立するように，所管課は評価しな

ければいけないのだと思います。 

事務局： はい。これは平成２９年度のものを翌年度評価したものです。昨年ま

ではこのシートを使って仮評価を行っていたのですが，評価の結果どう

だったかというのは，指定管理者側に共有しています。 

吉田副会長： 具体的に「ここがいけなかった」「ここはよかった」といったコ

メントはしたのですか。 

事務局： 結果については，また別紙でという話はしています。 

吉田副会長： 指定管理者と所管課で評価が違った場合には，一つ一つについて

具体的な理由を示さないと，指定管理者に所管課の意図が伝わりま

せん。市役所側に事業者を育てる意識がなく，内部的な形だけの評

価になっているような気がします。今年度のものからシートを改め

ていただく必要があるようにも思います。 

川西会長： では，公民館についてはよろしいですか。公民館のこの資料につき
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ましては，非常に不十分です。 

 先ほど申し上げましたように，理由を付して修正していただければ

と思います。 

・図書館運営管理事業 

では，図書館について何か御意見ありますか。 

松尾委員： 今回頂いた評価シート総括評価でＣがないです。直営に戻すのでＣ

が沢山あるのかと思っていたら，それがない。どうして直営を止める

結論になるのか不思議です。違和感があります。シート評価が実態を

示してないのか，公表されないもっと沢山の理由があるのかなと思っ

ています。 

この評価シート，他の指定管理者も大体同じような項目ですね。 

事務局： 図書館はまた別紙で追加項目シートというのがあります。 

松尾委員： 評価と結果とが結びつかず，どういう議論をしたのかも判らないの

で，直営に戻す理由が理解できないです。 

川西会長： ありがとうございました。第２回のヒアリングの総括，これで全部

終わる訳ですが，再ヒアリングは必要なしでよろしいですか。 

吉田副会長： 本当はしたいのですが，所管課長とコミュニケーションができな

い以上，しなくていいと思っています。いろいろな自治体で多くの

管理職にお会いして，例えば，図書館の無料の原則の話をしても，

すぐに突っ込んだ議論ができるのですが，守谷ではかなわないこと

が大変残念です。 

この部分が今回の決定では一番大事なことで，市長の御判断もそ

こにあったとお聞きしています。図書館法の第１７条に「公立図書

館は入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収

してはならない」と規定されています。つまり，貸し出しとか閲覧

とかは無料でなくてはいけませんが，それ以外のものはお金をとっ

てもいいということなのです。それが施設の目的外使用として，喫

茶店などは設けることはできても，現在の図書館では無理だから，

収益事業のできない指定管理者は適さない，そのように所管課長は

話されていました。しかし，指定管理者の募集要項には，自主事業

としていろいろな形の有料事業をしていいと書いてあります。 

今回の件では，不可解な議論があまりに多いのですが，直営であ

ろうと，指定管理であろうと，市民サービスが良くなれば，どちら

の選択でもいいと私は考えています。そんなふうに守谷の図書館を

とらえるようになったのは，職員だけが都合のいいように，木曜日

午前の閉館を２０年も続けてきたからです。指定管理者によって，

それがようやく正され，大変多くの市民が喜んでいます。 

それが直営に戻るとなって，所要費用の試算を見ると本当に雑

で，積算の根拠となる数字を示さないまま，指定管理者とほぼ同額
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でできるとの説明です。 

利用者の代表集団ではあっても専門家の集団ではない図書館協議

会に，経営面も含めた第三者評価を依頼し，運営形態の在り方まで

諮問したというのは，市役所は何を目指していたのか，いろいろな

意味で大きな課題を教育委員会は残したと思います。 

明確な根拠の提示を避ける所管課に，直営に戻れば高度なサービ

スができると言われても，本当にそうなのかと問い返したくなりま

す。所管課にも図書館協議会にも反論がおありであるに違いありま

せん。しかし，頂いた資料を突き合わせ，会議の議事録を拝見する

限りでは，なぜそのようになったのか，今も腑に落ちないところが

あまりに多すぎます。 

今回の一番根本的なところさえ，所管課はきちんと説明できない

ままでいます。前回は児童クラブと放課後子ども教室を委託業者に

丸投げし，今回は図書館協議会に丸投げとの印象です。所管課は正

しい情報を協議会へ適切に伝え，議事の進行や答申の作成について

助言していたのでしょうか。 

直営から指定管理に移し，今また指定管理から直営に戻すこと

で，市役所がどれだけのマンパワーを使っているかを考えていただ

きたい。人件費だけでも数千万円はかかっているのではないです

か。せめて合点のいく説明だけはしてほしいと思います。 

川西会長： ありがとうございます。 

西尾委員: 今回配布された「指定管理者総合評価シート」(平成２９年度評価)

によると，人員体制の項目の中の，事業計画書に則した内容・頻度で

教育・研修を実施したか，という評価基準での評価は，自己評価，所

管課評価ともＡです。ですが前回配布された『「労働環境等に関する

実態調査」結果報告』(平成２９年度実施)の中では，研修等への達成

度は３３．７８％と報告されており，高いとは言えません。評価シー

トの評価を信頼しにくいと感じています。 

吉田副会長： 評価や決定の一連の流れが，どうしてあのようなになるのかがど

うにも分かりません。 

図書館協議会が指定管理者のスタッフに行った「労働環境等に関

する実態調査」の結果が，直営を選択する決定打になったと生涯学

習課長はおっしゃっていましたが，これを今，もう一度やったらど

んな結果になるでしょうか。だいぶ変わると思います。 

いろいろな指定管理者のお話を伺うと，１年目は必ずスタッフか

ら文句が出てくるそうです。これまで直営のぬるま湯の中にいたス

タッフは，指定管理の民間企業では何もできない御自分に向き合う

ことになります。 

また，図書館の仕事はすてきだと思っていたのに，意外とハード
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であることを知った初任者は，こんなはずではなかったと悩むこと

になります。ですから，どの指定管理者でも，最初の1年は離職者

が大変に多い。守谷が１０人で済んだのは良いほうです。 

図書館協議会はそのような業界の実情を御存知なかったようで

す。契約社員のスタッフは不如意な立場にいますから，市役所側が

実施するアンケートということで，ガス抜き的な気持ちで応じたの

ではないでしょうか。そうした現状認識を持たない中での調査だけ

に，もう１回やっていただくと，びっくりするような結果が出るよ

うに思います。 

川西会長： 私も全く賛成です。当たり前ですけど，最初の段階では，従業員の

評価は当然低い。最初はやはりいろいろな変更があって疲れることが

多い。価値観の違いもあります。 

しかし，良いマネジメントであれば段々従業員からの評価が良くな

るはずです。こういう仕事をしていると，どこでも使える力が身につ

いてくる。他の図書館でも認められ得る。そういう能力がついてく

る。最初のうちは知らないことを教えられて，いろんなことをさせら

れて，結果としてオーバーワークになって，疲労も蓄積するでしょ

う。ですから従業員の不満は通常最初は高まります。それがいつまで

も同じであれば，問題です。しかし従業員の中に，自分の力がつくか

らこちらの方が良い，という人が一部でも出てくるかどうか。そうい

う変化があるかどうかが実は大事なところです。 

そこが正にポイントだと思いますから。その変化がどうなっている

かは従業員意識調査で見ていただくのが極めて重要であるというふう

に思います。 

図書館は非常に重要な案件ですが，私たちとしては，判断自体，決

定自体については，何も言うべき立場にはないと思います。これはや

はり市民の負託を受けた市長及び議会が決めることです。そちらで，

しっかりと議論して，決めればそれでよろしい。ただ過程におかしい

ことがあれば，当委員会として発言していく。しかし，既に決まった

ことですので，市の方で約束されたとおりにサービスが良くなり，学

校との連携が良くなり，費用の増加もない，となるかをこれから当委

員会としてしっかり見ていくべきと思います。 

吉田副会長： 会長のおっしゃるとおりです。民間活力をどう生かすかというこ

とは，他の公民館や児童センターなどとも関わってくるだけに，し

っかりフォローしていかなければならないと思います。 

（2） 外部評価について（事務事業ヒアリング） 

川西会長： ふるさと納税について担当課の説明をお願いします。 

・ふるさとづくり寄附金事業 

（財政課入室） 
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石塚課長： お手元の資料１から簡単に説明させていただきます。現在の内容で

のふるさと納税は，平成２８年６月から取り組んでいます。 

それ以前も執行はしていたものの，現在のような返礼品を前面に出

したものではありませんでした。 

市内の事業者や商工会員を介して，平成２８年３月に事業者に集ま

っていただき，ふるさと納税の返礼品事業に参加していただけないか

を打診しました。 

当初は２０社，品数的には３００ぐらいから始まり，少し金額の大

きめのものから品目を増やしていきました。 

そして，６月からふるさと納税のサイトを始めました。トラストバ

ンクが運営しているふるさとチョイスとＪＴＢが運営しているふるぽ

というサイトです。基本的にはふるさとチョイスからの申し込み状況

をふるぽに情報連携させ，寄附者情報の管理は市が，そのあとの返戻

品の管理をＪＴＢが行い，返礼品事業者に発注する形態をとっていま

す。 

事業者は返礼品を，守谷市はそれに対する受領証・お礼状の発行を

行っています。 

資料２は，守谷市で今取り組んでいるふるさとづくり寄附金事業に

どういう事業者が関わっているかを示した資料です。寄附者はふるさ

とチョイスに申し込み，返礼品を注文する，これは基本的にはクレジ

ットカードでの支払いです。クレジットカードの支払いに対して，

１％の手数料を払っています。 

コンビニ支払いやペイジーその支払いについては，３％の手数料が

掛かっていますが，現実的には９５％がクレジットカードによる寄附

申し込みです。 

特例申請書の送付というのは平成２８年度からできた新しい制度で

す。寄附金の控除は，基本的には確定申告で行いますが，この特例申

請を利用することで，全国の５自治体までなら確定申告を行わなくて

も税の控除が受けられるというものです。 

寄附者はふるさとチョイスから返礼品を選択していただき，ふるぽ

を介して返礼品事業者に連絡があり，返礼品の情報が届きます。 

守谷市でお金が発生している部分は，クレジット決済の１％やコン

ビニ払いでの３％のほか，寄附金額に対する６０％の返礼品代や郵送

代です。 

寄附金額に対して，４割ぐらいが返礼品にかかる費用であり，郵送

代や梱包代を含むと４割を超えるものもあります。 

資料１に戻っていただきまして，寄附金の使い道は，守谷市では４

つ掲げています。自然環境の保全及び緑化の推進に関する事業，福祉

施策の充実に関する事業，教育文化活動及びスポーツ振興に関する事
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業，市民活動の促進に関する事業の４つです。当該年度に寄附された

ものは，一度基金に積み立てて，次年度にこの事業に関わる事業に使

用します。 

ふるさと納税のＰＲということでは，広報活動のほか，ふるさと納

税専門誌や新聞広告も利用し，市外のイベントなどにも出向きました

が，イベントは対象が地域的に限定されていて，あまり反応が良くな

かったという経験がありましたので，今年度は行っていません。パン

フレットの配布は，期間によっては既にない品があり，パンフレット

が使えない状態があるため，平成２９，３０年度はパンフレットを作

らない予定です。 

また，平成２８年度にふるさとづくり寄附金という歳入で，６億

１,６００万円あり，それに係る返礼品，手数料，郵送代，臨時職員

の人件費といった事務費合計で３億８,４００万円が歳出で掛かって

います。 

６億円の寄附金額に対して３億８,０００万円の事務費が掛かって

いますので，差引は２億３,０００万円ですが，守谷市としては減収

となる守谷市民で寄附した方の住民税の控除が９,８００万円ありま

したので，計算上は１億３,０００万円が残ったことになります。 

平成２８年度の寄附を２９年度はこういった事業に充当しました。

同様に２９年度は，１２億円弱の寄附をいただき，これに対して７億

４,９００万円の歳出があり，４億４,８００万円が残った計算になり

ますが，先ほどと同じように，市民から他の自治体への寄附１億３,

０００万円が住民税の減少になっているため，３億円が守谷市の財源

になったと言えると思います。 

今後の対応や課題としては，もともと地方を応援するために始まっ

た制度ではありますが，よく言われているように自治体間の競争，特

に返礼品の過当競争が激しくなっていて，制度上の運用が問題視され

ています。総務省からは，返礼品の内容について見直すように，平成

２９年の４月，平成３０年４月と技術的助言として通知が出ています

ので，市でも見直しに向けて検討しています。現在は，主にふるさと

チョイスで寄附金を受付していますが，新たなサイトを増やして，窓

口を広げるということも検討しています。さらには，新たな事業者を

開拓するなどして，更なる推進を図っていきたいと考えています。 

また，返礼品の競争ではなく，事業の成果が表れるようなクラウド

ファンディング型のふるさと納税も検討する必要があります。 

今後もふるさと納税については，積極的に活用し，今と同様に地域

経済の活性化，市の財源確保をしていきたいと考えています。運営管

理の体制については，先ほど申し上げましたとおりふるさとチョイ

ス，ふるぽの連携に伴う委託を継続しながら，新たなサイトの増も検
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討していきます。事務がどのように増加するかによりますが，事務経

費の軽減等の面では地元のＮＰＯ法人への委託も検討が必要です。 

国の助言では，返礼率は３０％以下という話がありますが，守谷市

では，返礼品全てではないものの，概ね１０％程度は上回っている状

態です。ただし，各事業者に対しての返礼品の内訳調査が終わりまし

たので，それを踏まえて，整理していきます。あくまでも助言なの

で，地方分権の観点からも必ずしもこの助言に従わなければならない

のか疑問はありますが，周辺の自治体の動向を踏まえながら，適切な

段階で見直さざるを得ないと思っています。 

返礼品の事業者は，当初は全部で２７事業者でしたが，随時受け入

れています。原則的には，市内に事業所，店舗を構えていれば，税金

の未納がない限り，事業者として受け入れています。商品について

は，著しく守谷市の品位を汚すようなものや国の指導も含めてよろし

くないというものは，その場でお断りしています。 

よく出ている話として，地産という問題がありますが，明確に国か

ら良い悪いの判断が出ているものはない状態です。助言の中で言われ

ているのは，地元の産品やサービスの提供ができるものであり，市内

で事業者が販売しているものは市内でのサービス提供に当たると判断

していますので，地産からは特に逸脱しないと考えています。ただ，

これは特に，国と個別に対応している話ではないので，今後国からそ

の考え方は違うということがあるかもしれません。 

川西会長： ありがとうございました。早速三つ質問したい。第１点は業者に過

剰な利益が出てはいけないという点です。これを避けるために，返戻

率について一定の基準を与えてその中で競争をさせているというわけ

ではないのですか。 

石塚課長： 事業者からは，返礼品とする商品の金額等のデータをふるさとづく

り寄附金事業の委託先であるＪＴＢに挙げ，郵送代を含めたその情報

が私たちに提供されます。 

川西会長： 例えばある業者は５０をもらって，４５の品を出す。ある業者は６

０をもらって５０の品を出す。そうすると，６０もらって５０を出し

ている方が，５０もらって４５を出しているよりも寄附者には良いで

すから，寄附者がこっちを選んでしまうということは発生しません

か。 

市のそこら辺のチェック体制はどうなっているですか。 

ＪＴＢの方で価格が適正かをチェックしているということですか，

あるいは何もないのですか。 

石神補佐： 事業者の値付けが適正かどうかということですか。 

川西会長： そうです，事業者の値付けが適正かとかです。出品者全員に対し

て，同じ割合でしか出しませんよと市やＪＴＢが言っているのであれ
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ばそれで良いのです。高いものは寄附者が買わないだけですから。 

事務局： ただ，それだけでは高いという話だとすれば，その返礼品は選ばれな

いということ。 

川西会長： 一律に５０％ですよというふうに言っていれば，その中で選ばれな

いことになるので良いのです。一方で，一律でなくて，これは高いも

のだから８０ください。ある人は正直に４０ですと言うとなると適正

価格のチェックが必要となる。一律に決まっているのであれば，その

中で必ず競争が行われます。ところがそれが行われていないと聞こえ

たので。その辺のチェックはどうかと申し上げています。 

石塚課長： 今の部分は行われていません。要するに，事業者が薄利にするかど

うかだと思います。 

川西会長： 公平な環境の中で自由競争が行われているのであればそれで良いの

です。ただ，５０％もらっている人と８０％もらっている人があった

らおかしいですよね。 

ある業者は，１万円の寄附に対して８，０００円もらう，ある業者

は１万円に対して５，０００円もらうということがあると不公平でし

ょう。チェックをしていますか。 

事務局： 会長の御指摘につきまして，寄附額の設定の仕方というのがございま

す。先ほど石塚課長から御説明もあったんですが，まず事業者の方から

Ａという返礼品がありましたら，うち実際原価が３，０００円に対して

郵送料などを含めて４，０００円かかるという値段設定していただく。

それをＪＴＢに伝えます。その後ＪＴＢは４，０００円に対して手数料

として１，０００円載せます。トータルで５，０００円になります。 

あとの５，０００円に守谷市の場合は６０％という率をとっておりま

すので，１万１千の寄附があった場合は，４，０００円分お渡ししま

す。 

別の事業者がＡと似たようなＢという返礼品を出しますが， ７，０

００円かかりました。となると７，０００円プラス郵送代込みで８，０

００円になります。ＪＴＢも８，０００円に対して手数料をつけますの

で，１，５００円とする。９，５００円になります。９，５００円を６

０％で割り返して１万５，０００円の寄附を出さないともらえないの

で，基本的には守谷市のスタンスとしましては，一律で６０％と整理を

しており，事業者さんがいくらで出そうと返礼率は変わらないです。 

川西会長： 一律ですね。第２の質問は国の言う返戻率は何を指していますか。

郵送料等はどうですか。 

石塚課長： 郵送料は除きます。 

川西会長： その他のいろんな手数料等も除くのですね。 

石塚課長： この辺の解釈に曖昧なところがあり，商品そのものの額を全体の寄

附に対する返礼率とする解釈が正しいように感じています。 
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川西会長： ありがとうございました。それから収入と支出で会計年度を変えて

おられますが，正しいのですか。正しいというか，そういうふうにし

ろという指示があるのですか。 

石塚課長： 歳入歳出については，同一年度です。条例で寄附金を一度基金に繰

入れると規定していますので，次年度，使途に応じて使用する形態を

取らざるを得ません。平成２９年度の寄附金を使用するのは，平成３

０年度になります。 

川西会長： これは，日本全国どこでもそうですか。 

石塚課長： 守谷市の条例がそのように規定しています。 

川西会長： 条例ですと，今後もそうですね。 

石塚課長： この４つの基金に積み立てることになっています。 

川西会長： それは条例ですか。一般会計原則からすると発生主義が基本です

が。 

石塚課長： きちんと財源が確保できなければ，予算化はできませんので，はっ     

きりと繰入れできる寄附額を確定させてから，事業を実施するという

のが今のやり方です。ただ，今後，この事業をやりたいので寄附をお

願いしますという仕組みを作ったならば，寄附金が集まったので事業

を執行しますという形ができると思います。 

川西会長： 御質問をお願いします。 

西尾委員： 既得権がある業者は優遇されるということですか。 

石塚課長： 守谷市内に拠点がないにも関わらず登録されている事業者について

も，同じように拠点を構えていただく指導をするという前提です。 

西尾委員： みんな同じ条件でもう一度選定し直すということですか。 

石塚課長： 選定し直すというよりも，条件にかなっていなければ，その返礼品

事業から手を引いてもらうということです。 

西尾委員： 協定とありますが，どのようなものを指すのですか。 

石塚課長： 守谷市の子育てや福祉といった事業等に協力していただく協定で

す。その中で事業者が取り扱っている返礼品があります。 

西尾委員： 実際には名前だけの事務所だったりするかどうかを調査することは

ありますか。 

石塚課長： 登録の段階で確認しています。先ほどの話の中で御指摘があったよ

うに，市内に事業所を構えていただくようお願いします。工場は守谷

市に縁のある商品としていますが，あくまでも，工場で販売はできま

せん。守谷市の工場で製造されたものとして，ビールなどなら酒屋で

取り扱っています。 

西尾委員： 小売店ですが，同じ商品の申請があった場合ではどのようにします

か。 

石塚課長： 当初，市内の酒屋さん全てに声をかけましたが，インターネットを

使いながら商売をするということになじみがなかったため，現実的に
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は１社しか参加しませんでした。 

私たちの狙いとしては，組合のような形をとってもらい，その中で

均等にやっていただければということを考えていましたが，現実的に

は１社だけの参加でした。 

ただ，当初はこのような状況でしたが，昨年もう一つの酒屋さんが

参加しました。そちらについては，商品が重複しないように登録して

いただいています。同じものでも構いませんが，金額は合わせてほし

いと話をしています。 

西尾委員： 新規参入事業者募集の告知方法はどんなものがありますか。 

石塚課長： 主にホームページです。あとは広報による周知もあります。財政課

だけでなく庁内の他の課からも情報があれば，その事業者に声をかけ

ていきたいと考えています。 

松尾委員： まず頂いた資料の質問です。資料③-２-２です。フロー②例えば１

００円のコンビニ払いによる寄附があった場合，トラストバンクは

３％の手数料をとることになっていますが，その手数料はいつ支払う

のですか。翌月ですか。 

石塚課長： 翌月末です。 

松尾委員： それからフロー⑦ですが１００円の寄附を受けたという前提で考え

ると，ポイント充当分として６０円を支払う。その６０円は送料と返

礼品代の原価という考え方ですね。それからフロー⑨で，返礼品事業

者が，寄附者からポイントを使いたいという申し出を受け返礼した場

合，，返礼品を売ったことになりますね。そのコストがざっと４０％

とみなすという意味ですね。 

ふるぽへ返品礼原価として事業者が登録しているコスト＝寄附金の

約４０％を請求することですね。世の中インターネット通販の方が安

いと思いますが，登録原価と通販での売価とどのぐらい差があるのか

は調べていないというふうに，先程の説明を聞きましたが，正しいで

すか。 

石塚課長： 売り方に差がありますので，安いところばかりを見て，高いという

判断はできません。 

松尾委員： 我々から見るとインターネット通販の方が安いと思いますが。定期

的に返礼品の一部を抽出して，通販価格とどの程度乖離しているかチ

ェックする必要があると思います。 

私の資料４/４の3項①に，キング無水鍋の例があります。通販価格

は１４，９００円，この返礼品を貰う為のポイントは１１４，３８，

０００円の寄附をする必要があります。通販価格が１４，９００円程

ですから，登録コストと比較すると乖離があるんじゃないかと思いま

す。このキング無水鍋の登録価格が例えば２万円だったらふるぽ（Ｊ

ＴＢ）は儲け過ぎですね。だから定期的にチェックをするべきと思い
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ます。 

石塚課長： これについては，先般，事業者から登録してある全商品について価

格を出してもらったところです。 

松尾委員： 全品目を一度に全部やるのではなく，抽出しながら毎年あるいは毎

月やるということが必要と思います。同意いただけますか。 

石塚課長： 新たな商品を登録する度に確認すれば良いと思います。 

松尾委員： 西尾さんの質問に関連しますが資料４/４の③のゴルフボールの例

です。２４，０００円の寄附を貰うと通販上，９，６１０円（消費税

込，送料なし）の品を返礼しますが市内でボールを製造している訳で

はないので，この場合の返礼品業者というのは，どのように考えれば

良いのですか。 

石塚課長： 市内でサービスを提供し，販売している事業者という整理です。 

松尾委員： 市内でサービスを提供し，販売していれば，返礼品業者ということ

で，ゴルフボールはその販売店から買われると言うことですね。 

石塚課長： そうです。 

松尾委員： ふるぽがアマゾンから購入することはないのですね。次の頂いた資

料３－２－３です。歳出のところに赤字で書いてありますが。寄附金

歳入は特別財源として計上して，返礼品歳出は一般財源から支出して

います。そうしたら，参考として記載されている「寄附金－返礼品歳

出」の数字は意味がないですね。 

石塚課長： この寄附に対してどれだけの事務費が掛かったかを示すための，あ

くまでも参考の数字です。 

松尾委員： 頂いた資料３－２－１－３，寄附金の使い道の項で「指定された事

業に使用するため寄附金は云々」と書いて，事業の事務経費に充てる

ことはできないと記載があります。特定目的だから，特定財源になる

ということですね。一般財源と違うという事ですね。私の資料を見て

ください。河津町の例です。ふるさと納税寄附金が６，８００万あっ

て，返礼品の経費が２，４７６万。差し引き財源が４，３００万とあ

ります。その使途も資料のとおり，公表されている。意外と思われま

せんか。 

この前総務省からふるさと納税に関する統計が発表されましたが，

新聞を読んでいると。いわゆる返礼品代が寄附金の原価のようなイメ

ージで書かれている記事が多かったです。ところが。守谷市の処理は

違いますね。我々と同じような寄附形態でありながら寄附の事務処理

が違うのは何故かと思います。河津町の例の方が事務処理は正しいと

思うのですが。 

石塚課長： 先ほど御説明したように，守谷市では，寄附する方が事業を選択す

る形をとっています。 

松尾委員： 土浦市も同じ処理と思います。 
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石塚課長： 他市がそうだからといって，守谷市がそうしなければならない理由

はありません。 

松尾委員： いやそれは駄目ですよ。なぜなら返礼品は寄附金のコストだから。

何故返礼品の財源を一般財源から持って来るのか。財源が違います。

こう考えれば，今返礼品に充当している一般財源を他の事業に使えま

す。 

私の資料の裏のページに厚岸町の例がありますが，寄附金から返戻

金等の諸経費を差し引いた額が町の財源収入となることが明記されて

います。寄附金の意向者件数の表を見てください。教育振興に関する

事業や地域産業の振興に関する事業等の明示があり守谷市のやり方と

同じように見えます。 

このような事例から，守谷市は返礼品に一般財源たる税金を余計に

使っていように見えると指摘したいと思います。 

 厚岸町の表は，寄附金の５０％が返礼品委託料・手数料等が１

７％，町財源に充当されたのが寄附金収入の３３％それが６，３００

万という意味だと思います。 

石神補佐： 総務省からは，返礼品が寄附そのものに対しての見返りではよろし

くないという指導があります。 

寄附金は寄附金でもらい，それとは別にお礼の品ということで，寄

附金に見合った返礼品なりを寄附金の３割でやってくださいという指

導がありますので，やはり直接もらった寄附金をお礼の品に充当する

という考え方はよろしくないと思っています。 

松尾委員： 返礼品等はコストであるが。 

石神補佐： コストはコストですが，考え方が異なります。 

松尾委員： そちらの考え方が間違っていると思いますが、この議論に白黒つけ

たいと思います。 

石塚課長： 大筋では変わっていないと思います。コストはコストで出してい

て，差し引きはこうだというだけであり，寄附金から直接運用しなけ

ればならないというのは別の問題だと思います。 

松尾委員： たまたま運用っていう言葉が出ましたがホームページ上で，運用状

況を書いていませんね。頂いた資料③-２-３の裏に充当一覧の記載が

ありますが，これをホームページ上で公表する必要があります（注：

条例で公表することが決まっている）。 

それで今のやりとりですがどうしたら白黒はっきりできますか。 

石塚課長： 寄附を直接返礼品に充てるのはよろしくないという国の指導がある

の中で，私もそのように解釈しています。寄附金は寄附の使い道に充

てますので，返礼品なりそれに係る事務費等は一般財源を充てること

になります。 

松尾委員： 調査するつもりはありませんか。 
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石塚課長： 今はないです。 

松尾委員： では，余計な税金を使わないでもらいたいと指摘をしたい。 

返礼品代を一般財源から支出している点，返礼品を寄附金のコスト

として捉え，返礼品代に充当している一般財源を通常事業に使って貰

いたいという指摘です。 

 次に頂いた資料③-２-６の４項返礼品提供業者への対応です。いろ

いろ書いてありますが，事業所開設届があって，法人なり住民市民税

を払っている法人，個人と記載した方が明確ではありませんか。開設

届があるのかチェックしていますか。 

また寄附目標を，１５億とか２０億と記載していますが，もらうこ

とをだけを考えているんじゃないですか。他自治体の報告を見ている

と，結構気を使ってお礼をしている。そういうのを感じる。他自治体

例では，市長の感謝の言葉になっている。ところが，守谷市は，エク

セルで，もらった金額だけを公表するのみ。 

私の感覚からすると近い将来総務省がもっと厳しくするはずです。

私の意見は寄附額から返礼品と手数料等を控除した額を市の財源とし

て使うよう，ほかの自治体の事例を調べて工夫することです。 

ふるさと寄附金づくりは自主財源を創造していることと同義と思い

ます。だからこそ必要費用は寄附金のコストとして捉えてコストを除

いた中で事業をやっていくという考え方をとることが必要と思います 

石塚課長： この事業がこのままの形で続くものとは考えていません。 

川西会長： 私は最初に何故発生主義を取らないのですかと申し上げた。松尾さ

んと同じように，分りやすさが大事です。更に，経費に対する認識を

持つ上で，経理の原則は大事にした方がいいと。（年度が異なること

について担当課の）御説明はわかります。国がそう指導しているし，

そもそも寄附金ですからね。 

しかし，少なくとも一方でこういう把握の仕方は，行っていただき

たい。原価意識といいますかね。コスト管理は今の形だとはっきりと

出ない。だからその点に心配をしています。市民が見ても非常に分か

りにくい。ですから収入とコストを直接比較する形とした方が分かり

やすいですよ。 

松尾委員： ふるさと納税サイトで２８年の９月１３日から２１日に自分たちが

契約をしている１０６の自治体にアンケートした資料があります。回

答率７０．７％。設問の８。寄附金の使い道についてのアンケートで

すが。 

全額一般財源としている自治体が４２．１％(３２自治体)となって

いますので，今まで，意見を申し上げたコストという考え方は他自治

体にもあると思います。他の事例も調べて自分の処理に工夫が必要と

思います。唯我独尊では困る。 
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川西会長： 守谷市への寄附金も増えており，それ自体は結構だと思います。ぜ

ひ守谷市民の役に立つように使って欲しい。一方で更に改善すべきこ

ともあると思います。この制度やそれを取り巻く環境はこれからいろ

いろ変わるでしょうけれども，発表できることはやはり公明正大に出

していただいた方が良い。これからの変更があることはおっしゃると

おりですね。それは何月何日現在という形の公開で全く構わないと思

う。分かりやすさ，透明性と公開性とをもっと考慮していただければ

有難い。 

松尾委員： 最後にお願いがあります。今日のコスト議論あるいは一般財源化の

工夫について検討結果を教えていただきたい。 

石塚課長： 内部で検討いたします。 

川西会長： ご検討いただくということですね。 

 他に御質問・御意見ございませんか。一つよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

 

（財政課退出） 

 

川西会長： 塵芥処理も検討課題になっており，いつやるか，そしてヒアリング

をするか。御意見はありますか。 

松尾委員： ヒアリングはしたいと思います。事務局にお尋ねしますが，お願い

していただいた数字は手元にあったのですか。 

事務局： 環境課に依頼しましたので，不明です。前回から見て次々回に実施す

るということで予定を組んでおります。 

川西会長： それでよろしいですね。塵芥処理のヒアリングを予定表のとおり次

回実施します。これは事務事業評価です。事務事業評価の場合は，で

きれば単年度だけでなく，前年度前々年度のマネジメントシートも頂

戴したい。平成２８年度，平成２９年度は簡単ですね。平成２７年度

は難しいですか。 

事務局：  27年度もホームページでは公開しております。 

川西会長： 予定表上は第４回から提言書の作成にかからなければいけません。 

次回は塵芥についてのヒアリングをさせていただき，第６回１０月

２２日に，市から上半期の執行状況の報告をしていただきます。（事

務局に対し）１０月２２日の今年度上半期の報告は大丈夫ですか。 

事務局： 大丈夫です。 

川西会長： そうすると，それを受けて執行状況についての委員会意見を１０月

２２日の段階でほぼ確定させて，１１月１２日に提言書を完成するこ

とになります。 

第７回１２月１０日は提言書の提出日ですから，市の幹部全員の出

席も予定されています。ですからこの日程は変えたくない。１２月１
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０日は提言書の提出ということで確定したいと思う。よろしいでしょ

うか。ではそういうことで予定を決定します。予備日としての１１月

１２日を使うということであれば，外部評価に対する取組状況説明は

次回に行うということでよろしいです。 

今の予定，手順について，事務局の方から御質問ございませんか。 

事務局： すいません。１０月１日の日ですが，松尾委員の予定が付かなく，牛

島委員も月曜日に予定が入ることが多いので，もしかすると２名欠席と

なってしまいます。 

川西会長： では，１０月１日の予定を変更するということで，皆様のご都合を

お聞きします。しかし，９月の初めは議会ですから９月の初めは避け

たい。９月の２７日木曜日の午後，午後３時からということで，暫定

的によろしいですか。 

日程はほぼ完全に確定です。最後の方の予備日は別の趣旨です。

我々の報告書に対して市から質問があった場合に，答え方について委

員会内で議論がある場合にのみ集まることになっています。ですから

１２月１０日まではもう確定ということで御理解いただきたい。次回

は塵芥についてのヒアリング，外部評価に対する取組状況の説明。そ

れと提言書作成についての打ち合わせをします。 

それから次回までの間にやっていただくことが多くあります。まず

は，会議録作成に皆さんからの御協力をお願いします。 

それと，図書館につきましては，３項目にわけて評価，公民館につ

いては点数だけ２０点に満点に変更して再度採点。執行状況の管理に

つきましては，重要な判断基準のようなものをまずは市の方から示し

ていただいてそれがよいということになれば，私たちでそれに従って

採点しコメントを書く。以上が今後のスケジュールになりますが，何

か御質問ございませんか。 

事務局： 点検シートの提出日等についてもメールで合わせて依頼させていただ

くような形でよろしいでしょうか。 

川西会長： はい，委員の方から何か議題はございませんか。事務局は。はい。

閉会とさせていただきます。すいません。遅くなりまして暑い中あり

がとうございました。 

４ 閉  会 

 

 


